
 

 

 

 

厚生労働省発生食 1216 第５号 

令 和 ４ 年 1 2 月 1 6 日 

 

 

薬事・食品衛生審議会 

  会長 太田  茂 殿 

 

 

厚生労働大臣  加藤 勝信 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

諮  問  書 

 

 

 食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 13 条第１項の規定に基づき、下記

の事項について、貴会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

 

１．清涼飲料水の規格基準の改正について 

 

 

 



 

 

令和５年３月 13日 

 

薬事・食品衛生審議会 

食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿 

 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 

食品規格部会長 五十君 静信 

 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 

食品規格部会報告について 

 

 

令和４年 12月 16日付け厚生労働省発生食 1216第５号をもって諮問された、

食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）第 13条第１項の規定に基づく清涼飲料

水の規格基準の改正について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取り

まとめたので、これを報告する。 
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別添 

清涼飲料水の規格基準の改正について 

（ミネラルウォーター類の鉛の成分規格の改正） 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 

食品規格部会報告書 

 

１．経緯 

「清涼飲料水」は昭和 34 年に「食品、添加物等の規格基準」（昭和 34 年厚生省告

示第 370 号。以下「告示」という。）の第１食品の部Ｄ各条において規定され、必要

に応じ所要の見直しが行われてきた。 

平成 14 年、コーデックス委員会におけるナチュラルミネラルウォーター等の規格

の設定及び我が国の水道法の水質基準改正の動きを受け、薬事・食品衛生審議会食品

衛生分科会食品規格部会（以下「部会」という。）において清涼飲料水の規格基準の

改正について審議し、平成 15 年の内閣府食品安全委員会の発足とともに、化学物質

48項目等について食品健康影響評価を依頼した。 

その後、平成 21 年より食品健康影響評価の結果が得られた物質等について順次部

会において審議し、規格基準の改正を行っている。 

今般、新たに食品安全委員会からの答申があった物質に係る清涼飲料水の規格基準

の改正について、厚生労働大臣から薬事・食品衛生審議会長宛てに令和４年 12 月 16

日付けで諮問され、令和４年 12月 26日に部会で審議された。 

 

２．審議の結果 

 食品安全委員会での評価が終了した鉛について、「ミネラルウォーター類のうち殺

菌又は除菌を行わないもの」、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うも

の」の成分規格を平成 22 年 12 月 14 日開催の部会で決定した「ミネラルウォーター

類における化学物質等の成分規格の設定等について」も考慮しつつ、以下のとおり設

定することとした。 
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○ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの及びミネラルウォータ

ー類のうち殺菌又は除菌を行うものの成分規格設定等検討項目 

 

物質名 

＜評価値の位置付け＞ 

鉛 

＜健康＞ 

食品安全委員会の評価結果 

TDI等の健康影響に基づく指標値（Health-Based 
Guidance Value）が設定されていない。 

※これまでの疫学研究による知見を総合的に判断する
と、血中鉛濃度1～2 μg/dL 程度であっても、小児の神
経行動学的発達や成人の腎機能等になんらかの影響があ
る可能性が示唆される。しかし、影響によっては、複数
の疫学研究で一貫した結果がみられないこと、交絡を完

全には排除しきれず、純粋な鉛ばく露のみの影響を評価
するのは困難であること、鉛ばく露と観察された影響と
の因果関係を推定するための証拠が不十分であること、
観察された影響の臨床上あるいは公衆衛生上の意義が不

明確であること等の理由から、現時点では、疫学研究デ
ータを用いて、有害影響を及ぼさない血中鉛濃度を導き
出すことは困難であると判断された。 

現在の我が国における平均的な血中鉛濃度は、1 μg/dL
程度あるいはそれ以下であると考えられ、疫学研究の結
果からなんらかの影響が示唆される血中鉛濃度1～2 
μg/dLと近いと考えられた。そのため、今後も、鉛ばく
露低減のための取組が必要であるとしている。 

基準値案 

（現行基準） 

0.01 mg/l 

（0.05 mg/l） 

健康影響に基づく指標値が設定されなかったことから、
水質基準値を基準値として採用。 

 

 

なお、水道法の水質基準、WHO 飲料水水質ガイドライン及び CODEX ナチュラルミネ

ラルウォーター規格は別紙のとおり。 
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３．まとめ 

 以上を踏まえ、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの」及び

「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」の鉛に係る成分規格につい

ては、以下に示す改正案のとおり改正することが妥当である。 

 

ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないものの化学物質の成分規格 

（単位：mg/l） 

物質名 現行基準値 改正案 

鉛 0.05 0.01 

 

 

ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うものの化学物質の成分規格 

（単位：mg/l） 

物質名 現行基準値 改正案 

鉛 0.05 0.01 

下線部は現行の基準値と値が異なるもの。 

 

（参考） 

これまでの経緯 

平成 15 年７月１日  厚生労働大臣から内閣府食品安全委員会委員長へ食品健康影響評価

を依頼 

平成 21年～      答申が得られた物質等について随時改正 

令和３年６月 29 日  内閣府食品安全委員会委員長から厚生労働大臣へ食品健康影響評価

を通知（鉛） 

令和４年 12月 16 日  厚生労働大臣から薬事・食品衛生審議会へ諮問 

令和４年 12月 26日  薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会開催 

 

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会委員名簿 

氏  名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所 属 ・ 役 職 

五 十 君  靜 信 ｲｷﾞﾐ ｼｽﾞﾉﾌﾞ 東京農業大学応用生物科学部教授 

畝 山 智 香 子 ｳﾈﾔﾏ ﾁｶｺ 国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長 

苅 田  香 苗 ｶﾘﾀ ｶﾅｴ 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授 

◎ 
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工 藤  由 起 子 ｸﾄﾞｳ ﾕｷｺ 国立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部長 

桒 形 麻 樹 子 ｸﾜｶﾞﾀ ﾏｷｺ 国立医薬品食品衛生研究所安全生物試験センター毒性部第 2 室室長 

小 坂  浩 司 ｺｻｶ ｺｳｼﾞ 国立保健医療科学院 上席主任研究官 

戸 田  雅 子 ﾄﾀﾞ ﾏｻｺ 東北大学大学院農学研究科食品化学分野教授 

中 野  真 規 子 ﾅｶﾉ ﾏｷｺ 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室専任講師 

中島 美紀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 金沢大学ナノ生命科学研究所薬物代謝安全性学研究室 教授 

二 村 睦 子 ﾌﾀﾑﾗ ﾁｶｺ 日本生活協同組合連合会組織推進本部長 

堀 端  薫 ﾎﾘﾊﾞﾀ ｶｵﾘ 女子栄養大学給食システム研究室准教授 

吉 成  知 也 ﾖｼﾅﾘ ﾄﾓﾔ 国立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部第四室室長 

吉 田 聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 公益財団法人 環境科学技術研究所 特任相談役 

（◎：部会長） 

※所属・役職は令和４年 12月 26日部会開催時のもの 
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（別紙） 

 

水道法の水質基準、WHO 飲料水水質ガイドライン及び CODEX ナチュラルミネラルウォーター規格 

物質名 水道法の水質基準 

WHO飲料水 

水質ガイドライン 第４版 

（WHO 2011） 

CODEX 

ナチュラルミネラルウォーター規格 

鉛 

0.01 mg/L 

 

※当時の評価において、「日本人の血液中の鉛濃
度･暴露量は、世界的に見ても低いレベルにある
ことを考慮して、0.05mg/L以下。なお、鉛毒性
の蓄積性を考慮して長期目標値を 0.01mg/L と
設定し、おおむね10年間に鉛管の布設替を行い、
鉛濃度の段階的な低減化を図ることとする。」と

されており、平成 15 年 4 月に現在の 0.01mg/L

以下へとされた。 

 

健康影響に基づく指標値が設定されなかったこ
とから、今回の評価結果を踏まえた見直しは行わ
れていない。 

0.01 mg/L 0.01 mg/L 
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